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「栃木県次世代育成支援対策行動計画（後期）／とちぎ子育て支援プラン」の概要

１ 計画策定の趣旨と基本理念

○ 次世代育成支援対策推進法（以下「次世代法」という。）においては、

� 国及び地方公共団体並びに事業主は、平成１７年度からの１０年間、次世代育成支援対策について

の集中的かつ計画的な取組を推進すること、

� 都道府県は、５年ごとに、５年を１期として次世代育成支援対策の実施に関する行動計画を策定す

ること、

が必要であるとされています

○ 本県では、平成１７年３月に、家庭が子育てに夢を持ち、次の時代を担う子どもたちを安心して生み

育てられ、また子どもたちが健やかに育つことができる社会環境を整備することを基本理念として、

平成１７年度から２１年度までの５年間を計画期間とした前期の栃木県次世代育成支援対策行動計画

「とちぎ子育て支援プラン」（以下「前期行動計画」という。）を策定し、次世代育成支援対策に関す

る施策の総合的かつ効果的な推進に努めてきました。

○ 今般、前期行動計画の期間満了に伴い、これまでの実施状況の評価や新たな視点等を踏まえ、「栃木

県次世代育成支援対策行動計画（後期）／とちぎ子育て支援プラン」を策定するものです。

○ 本計画により、保護者が子育てについて第一議的な責任を有するという認識の下で、子育ての意義に

ついて理解が深められ、子育てに伴う喜びが実感できるよう様々な施策を計画的に実施していきます。

２ 計画の性格及び役割

○ 本県の次世代育成支援対策を総合的に推進するための基本となる計画であり、その基本目標やこれを

実現するための推進施策などを示します。

○ 県、市町村、家庭、学校等、地域社会、企業などが相互に連携、協力を図りながら社会全体で次世代

育成支援対策を推進していくための指針となるものです。

○ 次世代法第９条に基づく都道府県行動計画であるとともに、以下の性格を有します。

� 「栃木県総合計画」の部門計画

� 「母子家庭及び寡婦自立促進計画」（母子及び寡婦福祉法第１２条） 
� 「保育所における質の向上のためのアクションプログラム」（平成１９年度厚生労働省雇用均等・

児童家庭局長通知）

３ 計画の期間等

○ 本計画は、平成２２年度を初年度とし、平成２６年度を目標年次とする５か年計画です。

○ 本計画に基づく実施状況については、前期行動計画に引き続き、市町村等との連携の下で進行管理を

行い、毎年度公表します。

○ 本計画に基づく毎年度の具体的な県の施策については、前期行動計画に引き続き、毎年度示していき

ます。
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４ 計画の構成

本計画は、５部構成となっており、各部の構成は、次のとおりです。

○ 第１部 計画の概要

計画策定の趣旨と基本理念、計画の性格及び役割、計画の期間等、計画の体系を示します。

○ 第２部 子どもを取り巻く現状

各種のデータから、少子化の進行状況及び子育て環境づくりを進める上で影響が大きいと考えら

れる家庭環境、地域社会、仕事と子育ての両立の状況について、その特徴的な現状を示します。

○ 第３部 計画の基本方針

第１部で示した基本理念を実現するため、第２部で明らかにした現状を踏まえ、３つの基本目標

及び７つの施策展開の基本方向を示します。

○ 第４部 施策の展開

第３部で示した７つの施策展開の基本方向に沿って、具体的な取組の内容等を示します。

○ 第５部 計画の推進体制

各主体（家庭、学校等、地域社会、企業、行政）ごとに期待される役割及び県の推進体制を示し

ます。

５ 計画の推進体制

○ 知事を本部長とする「栃木県子育て環境づくり推進本部」を中心として、庁内関係部局等において緊

密な連携を図りながら、本計画の着実な推進に努めます。

○ 外部の有識者等で構成する「栃木県子育て環境づくり推進会議」等の場を通じて県民の意向を把握し、

具体的な施策の実施や計画の見直し等に反映させていくよう努めます。

６ 計画の基本目標

(1)子どもの権利と生命を尊重し慈しむ社会づくり

(2)子育てを社会全体で支える環境づくり

(3)安心して子どもを生み育てられる環境づくり
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７ 施策展開の基本方向

母子の健康の確保及び増進

子どもと母親の健康の確保

思春期保健対策の充実

小児医療の充実

不妊対策の充実

地域における子育ての支援

県民全体の子育て意識の醸成

地域における子育て支援サービスの充実

保育サービスの充実

児童の健全な育成

子どもの心身の健やかな成長

を支える教育環境等の整備

次代の親の育成

学校等における教育環境等の整備 

家庭や地域の教育力の向上

子どもを取り巻く有害環境対策の推進

子育てを支援する生活環境

の整備

良好な居住環境の整備

安心して外出できる環境の整備

職業生活と家庭生活の両立

の推進

働き方の見直し

仕事と子育ての両立のための基盤整備

子どもの安全の確保
総合的な交通安全対策の推進

子どもを犯罪等の被害から守るための活

動の推進

援護を必要とす

る子ども・保護者

への支援の推進

児童虐待防止対策の充実

社会的養護体制の充実

障害児施策の充実

ひとり親家庭等

の自立支援の推

進

相談機能の充実

子育て・生活支援の充実

就業支援対策の充実

養育費確保に向けた支援

経済支援の充実

援護を必要とする子育て

家庭等への支援


